
札幌市アイヌ共用林野の運営に関する要綱 

令和５年２月３日 

市民文化局長決裁   

 

（趣旨） 

第１条 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法

律（平成 31 年法律第 16 号。）第 16 条に基づく石狩森林管理署と札幌市との契約（以

下「契約」という。）により設定する共用林野（以下「共用林野」という。）の運営に関

し、必要な事項を定める。 

（共用者及び代表者） 

第２条 共用者は、札幌市内に住所を有する者であって、アイヌ文化の保存・継承・振

興のために共用林野から林産物（契約に定める林産物に限る。以下同じ。）の採取を行

うことが必要な者とし、代表者を市長とする。 

２ 共用者になろうとする者は、市長に共用者届（様式１）を提出しなければならない。 

３ 共用者は、契約及びこの要綱の規定を遵守し、共用林野を保護しなければならない。 

（林産物の採取） 

第３条 共用者が共用林野に入林して林産物を採取しようとする場合は、市長に採取届

（様式２）を提出しなければならない。 

２ 林産物の採取に伴う費用は、林産物を採取する共用者の負担とする。 

 （報告） 

第４条 共用者は、共用林野の利用状況に関して、市長から報告を求められたときは、

遅滞なくこれをしなければならない。 

（違反者に対する処置） 

第５条 市長は、共用者が契約若しくはこの要綱の規定に違反した場合は、相当期間林

産物の採取を禁止し、又は共用者名簿から除名することができる。  

（その他事項） 

第６条 契約若しくはこの要綱の規定に疑義が生じた場合については、石狩森林管理署

長と市長が協議の上解決することとする。 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年２月３日から施行する。  



様式１ 

共用者届 

 

    年  月  日 

 

（あて先）札幌市長 

 

                     届出者  

住所：札幌市   区          

                                                             

氏名：               印 

生年月日：     年   月   日 

電話番号：    -     -     

 

私は、アイヌ共用林野設定契約及び札幌市アイヌ共用林野の運営に関する要綱の規定

を遵守し、共用者としてアイヌ文化の保存・継承・振興のために林産物を採取したいの

で、下記の書類を添えて届け出ます。 

また、この届出に記載した事項を石狩森林管理署へ提供することに同意します。 

 

記 

 

１ 添付書類 

本人確認書類（住所・氏名・生年月日を確認できるもの） 

  



様式２ 

採取届 

 

    年  月  日  

 

（あて先）札幌市長 

 

共用者 

住所：               

氏名：               

電話番号：   -    -     

 

アイヌ共用林野設定契約の共用者として、アイヌ文化の保存・継承・振興のために  

林産物を採取しますので、下記のとおり届け出ます。 

なお、共用林野への入林及び林産物の採取に当たっては、アイヌ共用林野設定契約  

及び札幌市アイヌ共用林野の運営に関する要綱の規定を遵守します。 

 

記 

 

１ 採取日時 

       年   月   日    時から   時まで 

 

２ 採取区域 

                               

 

３ 林産物の使用目的、種類、数量 

別表のとおり。 

 

４ その他 

  採取後、実際の採取数量を記載した別表を提出します。 



別表 林産物の使用目的、種類、数量 

使用目的 種類 採取予定数量 実際の採取数量 

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

※要綱では朱書き部分を空欄とする。 

 

 

 

 

※受付欄 

採取予定数量 実際の採取数量 

  


